
大井町合併処理浄化槽維持管理費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、合併処理浄化槽の維持管理を徹底させることにより、生

活系排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、

合併処理浄化槽を維持管理する者に対し、当該維持管理に要する費用の一部

を補助することについて、大井町補助金等交付規則（昭和６１年大井町規則

第４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１）浄化槽 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号。以下「法」という。）第

２条第１号に規定する浄化槽をいう。 

（２）合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、

生物化学的酸素要求量（以下「BOD」という。）除去率９０％以上、放流水

の BODが２０㎎／ℓ（日間平均値）以下の機能を有するもので、かつ合併処

理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針（平成４年１０月３０日付け

衛浄第３４号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室通知）

に適合するものをいう。 

（補助対象地域） 

第３条 この要綱において補助の対象となる地域は、公共下水道の供用が開始

されていない地域とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでな

い。 

（補助対象事業） 

第４条 この要綱において補助の対象となる事業は、前条に規定する補助対象

地域において行われた合併処理浄化槽の維持管理事業のうち、次に掲げるも

のとする。 

（１）法第７条及び第１１条に規定する法定検査 

（２）法第８条に規定する保守点検 

（３）法第９条に規定する清掃 

（補助対象者） 

第５条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げるすべての

条件を満たす者とする。 

（１）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項の規定による確

認済証を受けた建築物に対し同時に設置された合併処理浄化槽または同建



築物に対し法第５条１項に基づく設置の届出を行って設置された合併処理

浄化槽を維持管理している者 

（２）専ら住居の用に供する建築物又は延べ面積のおおむね３分の１以上を居

住の用に供する建築物に対し設置された合併処理浄化槽を維持管理してい

る者 

（３）自治会館等（自治会が設置する自治会館、公民館、児童館又は多目的集

会場をいう。）に設置された合併処理浄化槽を維持管理している者 

（４）法及び法施行規則（昭和５９年３月３０日厚令１７）の規定に基づき、

合併処理浄化槽を適正かつ継続的に維持管理していると町長が認めた者 

（補助金額） 

第６条 補助金額は、当該年度内に行った第４条の各号に規定する補助対象事

業に要した各費用で、各補助対象事業ごとに次に示す金額を合算して得た額

とする。 

（１）法定検査 検査に要した額 

（２）保守点検 ９人槽以下にあっては１７，０００円、１０人槽以上にあっ

ては１９，０００円 

（３）清掃  次の表に定める処理能力（人槽）ごとに、積算された基準容量に

１立方メートル当たり８，８００円を乗じて得た額から、下水道使用料相

当額を除いて得た額とする。 

処理能力 

（人槽） 

基準容量 

Ａ 

基準額 

Ｂ 

基準清掃費用 

Ｃ＝Ａ×Ｂ 

下水道使用料

相当額 Ｄ 

清掃事業分上限 

Ｅ＝Ｃ－Ｄ 

5 人槽 3.0 ㎥ 

8,800 円／㎥ 

26,400 円 23,000 円 3,400 円 

6 人槽 3.6 ㎥ 31,680 円 23,700 円 7,980 円 

7 人槽 4.4 ㎥ 38,720 円 25,100 円 13,620 円 

8 人槽 5.0 ㎥ 44,000 円 25,800 円 18,200 円 

10 人槽以上 6.6 ㎥ 58,080 円 34,100 円 23,980 円 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 規則第３条の規定に基づく補助金の交付申請は、各年度の年度末まで

に当該年度に実施した補助対象事業について、大井町合併処理浄化槽維持管

理費補助金交付申請書（第１号様式）に次の書類を添え行うものとする。 

（１）第５条第１号に規定する確認済証の写し（初年度のみ） 

（２）合併処理浄化槽の型式等の記された仕様書及び図面（初年度のみ） 

（３）保守点検及び清掃に関する業務委託契約書の写し（初年度のみ） 

（４）大井町下水道条例遵守誓約書（初年度のみ） 

（５）各補助対象事業の実施に要した費用が確認できる領収書の写し 



（６）各補助対象事業の実施日が確認できる書類 

（補助金の交付決定の通知） 

第８条 規則第６条の規定により行うものとする。 

（補助金の請求） 

第９条 第８条の規程により補助金の交付決定通知を受けた者は、町長の指示

に従い、補助金の支払いを請求書（第２号様式）により請求するものとする。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、大井町合併処理浄化槽維持管理費補

助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。 

 

   附 則 

  この要綱は平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要綱は平成１５年６月１日から施行し、平成１５年４月１日から適用す

る。 

   附 則 

 この要綱は平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は令和３年１０月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は令和８年４月１日から施行する。 


